
令和７年度事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

日本は今、世界に類を見ない人口減少・少子高齢化という課題に直面しています。ま

た、血縁・地縁・社縁など共同体の機能低下や雇用状況の変化、急激な物価上昇など

と相まって、生活困窮や孤独・孤立をはじめ、多様化かつ複合化する生活課題が顕在化

しています。このような生きる上での困難、生きづらさを抱えた方の課題に向き合ってい

くために、地域住民がこれらの課題を「わがごと」として捉えることで、住民同士がつな

がり、支え合い、一人ひとりが役割を持ち、助け合いながら暮らしていける地域社会を創

ることが、かつてないほど重要になっています。 

こうしたなか、子ども・障がい者・高齢者・生活困窮者といった対象者ごとの支援体制

だけではなく、どのような困難や生きづらさでも支援の対象となりうるという前提の支援

体制を構築することを目的に、本年度から「重層的支援体制整備事業」の本事業が生

駒市で実施されます。 

対象者を選ばない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に

行う重層的支援体制の整備に向け、当協議会においてもコミュニティソーシャルワーカ

ーを配置します。生駒市との連携により支援対象者と地域の関係性を調整し、支援終結

後も地域において緩やかに見守られるよう環境を整備するなど、継続的・伴走的な参加

支援事業に取り組んでまいります。 

本協議会はこれまで以上に、市との連携を深めるとともに、地域福祉の担い手である

民生委員・児童委員、老人クラブ連合会、自治連合会、ボランティア、社会福祉法人等

の福祉関係団体と力を合わせ、誰もが住み慣れた地域で共に支え合いながら自分らし

く安心して暮らせる地域社会の実現に向け、住民主体による地域福祉を推進していきま

す。 

 

Ⅱ 推進項目 

１ 社会福祉協議会の基盤整備 

２ 地域福祉活動 

３  権利擁護支援活動 



４ ボランティア活動 

５ 生活福祉資金等を活用した自立支援 

６  災害時に向けた取組み 

７  生活困窮者自立相談支援事業 

８  福祉センターの円滑な管理及び運営 

９ 地域包括支援センターの運営及び包括的支援事業 

10 デイサービスセンター幸楽の円滑な管理及び運営 

 

Ⅲ 事業内容 

１ 社会福祉協議会の基盤整備 

地域福祉を推進する中核的組織として、市民や関係機関、団体から信頼さ

れる公共性の高い組織にふさわしい法人運営を行う。 

(1) 組織体制・財政基盤の強化 

ｱ 理事会・評議員会の運営 

ｲ 共同募金事業への協力 

・生駒市共同募金委員会の運営 

(2) 苦情に対する適切な対応 

(3) 職員の専門性の向上 

(4) 福祉情報の提供・広報活動の強化 

ｱ 広報「社協だより・いこま」の発行（年４回発行） 

   ｲ 社協実施事業の啓発・広報 

ｳ ホームページの充実、Ｘ、Instagram等の運用 

   ｴ 公式YouTubeチャンネルの配信 

 

２ 地域福祉活動の推進 

誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らせる地域社会の実現のため、市民

の参加を得て多様な福祉ニーズの相談に応じるとともに、ニーズに即したき

め細かな地域福祉活動を組織的かつ総合的に推進する。 

（1）福祉総合相談体制の充実 

市民の身近な福祉相談の窓口として、福祉に関する相談や心配ごとの



相談に応じるとともに、福祉サービスや諸制度の利用に関する情報提

供、各種専門機関の紹介を行い、相談しやすい社協づくりを目指す。 

ｱ 総合相談窓口の運営 

（2）ふれあい・いきいきサロン推進事業 

地域住民の仲間づくりや交流の場としてのサロン活動を通じて、地域

の中に豊かな人間関係を形成し、住民が互いに支え合う地域づくりの支

援を行う。 

ｱ サロン活動への支援及び情報提供 

ｲ サロン未実施地域への情報提供 

（3）高齢者支援事業 

ｱ 友愛電話訪問事業 

ｲ 家族介護支援事業（家族介護教室） 

ｳ 訪問型サービスＡ従事者研修 

ｴ 緊急時安心カードの配布 

（4）障がい者支援事業 

ｱ 障害者週間の啓発 

（5）福祉教育事業 

ｱ 福祉出前講座 

ｲ ミニ出前講座 

住民の福祉に対する理解や関心を高めるため、地域サロン等に対し

て、介護や介護予防、災害支援や軽スポーツ、家計改善など、比較的

短時間の講座を行う。 

ｳ 相談援助実習及び介護等体験実習の受入れ 

ｴ 高齢者疑似体験セット等の貸出し 

ｵ 子ども福祉体験スクール 

子どもの福祉に対する理解や関心等を高めるため、学校の長期休業を

利用しデイサービスセンター幸楽や市内福祉施設等で体験学習を行う。 

（6）車いすの一時貸出し 

（7）善意銀行の運営 

ｱ 遺贈の啓発 



（8）当事者組織の支援 

（9）社会福祉団体等との連携強化 

ｱ 生駒市民生・児童委員連合会事務局の運営 

ｲ 生駒市老人クラブ連合会事務局の運営 

ｳ 生駒市居宅介護支援事業者協会事務局の運営 

ｴ 生駒市保護司会事務局の運営 

ｵ 生駒市地区更生保護女性会事務局の運営 

（10）生活困窮者緊急支援事業 

     生活困窮者自立相談支援事業を利用する者のうち、緊急に支援が必要

と認める者に対して、緊急物品等を支給することにより、生活困窮者に

充実した相談支援を行う。 

（11）孤立しがちな子育て世帯への支援 

ｱ ひとり親家庭一日レクリエーション事業 

ｲ 子育て世帯へのリユース学用品の無料提供、食糧支援事業 

生駒市内郵便局との包括的連携協定により市内１１局に子ども文房 

具ポストを設置し、市民から学用品の寄付を募り、リユース学用品の無

料提供をおこなう。また、企業等から寄付を受けた食料品を必要な方に

提供し、経済的困窮や孤立しがちな子育て世帯に対して支援を行う。 

  （12）分野や立場を超えた支えあいの場やつながりを生み出す仕組み作り 

ｱ 地域活動支援拠点の運営 

既存の就労や福祉サービスにつながらない等、制度の狭間にいる  

方の居場所や支援拠点での事業を推進する。 

ｲ 気になる会議の開催 

生活を送る上で気になる方、心配な方について、地域住民と専門職が

相互理解を深め、地域の取り組み方を垣根なく話し合う場を開催する。 

  （13）生駒市重層的支援体制整備事業に係る参加支援事業の運営(新規) 

社会生活を円滑に営む上での困難を有する者に対し、民間団体等との

連携による支援体制の下、活動機会の提供等、社会参加のために必要な

支援を行う。 

  （14）交通遺児奨学基金の適切な運営 



３ 権利擁護支援活動の推進 

（1）日常生活自立支援事業 

判断能力が十分でない高齢者及び障がい者の生活に関わる相談に応

じ、福祉サービスの利用援助及び日常的な金銭管理等の支援を推進す

る。 

ｱ 福祉サービスの利用援助 

ｲ 日常的金銭管理 

ｳ 書類等の預かり 

（2）権利擁護支援センターの運営及び権利擁護支援の推進 

知的障がい、精神障がいや認知症などで判断能力に不安のある人が、

成年後見制度等の社会資源を活用しながら住み慣れた地域で生活を続け

ることができるよう、関係機関、団体、専門職等の関係者が地域のネッ

トワークとして支援していくため、総合的な相談や支援を行う。 

ｱ 法人後見事業の実施 

ｲ 専門相談窓口の設置 

ｳ 実務者連絡会の開催 

ｴ 権利擁護支援セミナーの開催 

ｵ 権利擁護支援サポーター養成講座 

ｶ 地域への啓発活動(ミニ出前講座)の実施 

ｷ 権利擁護支援の担い手の育成と活動支援 

    (ｱ)生活支援員の育成 

    (ｲ)法人後見支援員の育成 

   (ｳ)地域への啓発活動（ミニ出前講座）のボランティアの育成 

   (ｴ)支援員等交流会の実施 

   ｸ 地域連携ネットワークの構築に向けた関係機関との連携強化 

 

４ ボランティア活動の推進 

（1）ボランティア活動保険の加入促進 

（2）ボランティア活動普及事業協力校への支援  

（3）生駒市内のボランティア団体との連携  



（4）福祉ボランティア団体の活動支援 

 

５ 生活福祉資金等を活用した自立支援 

低所得者世帯、障がい者世帯及び高齢者世帯に対し、奈良県社会福祉協議

会が実施する生活福祉資金貸付事業等を活用し、経済的自立、社会参加を促

進するために、当該世帯への資金の貸付けを通じて必要な援助及び指導等を

行う。 

（1）総合支援資金 

（2）福祉資金 

（3）教育支援資金  

（4）不動産担保型生活資金 

（5）緊急小口資金等特例貸付借受人フォローアップ支援事業(新規) 

    新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金特例貸付借受

人の現状を把握し、償還免除や償還猶予、償還等のフォローアップ支援及

び生活困窮や困りごと相談などにつなげる。 

 

６ 災害時に向けた取組み 

  災害ボランティアセンター運営訓練や災害ボランティア養成講座を通じて

関係団体と連携強化を図る。 

（1）災害ボランティア活動の調査、研究及び訓練の実施 

（2）災害ボランティア活動の広報・啓発 

（3）災害ボランティア及びコーディネーターの育成 

（4）災害支援マニュアルの見直し 

 

７ 生活困窮者自立相談支援事業の実施 

経済的な問題のみならず、複合的な問題を抱えている生活困窮者に対し

て、個別的、包括的かつ継続的に対応し、自立に向けて支援する。 

（1）生駒市くらしとしごと支援センターの運営 

ｱ 自立相談支援事業 

ｲ 家計改善支援事業 



・家計管理が不十分で生活に困窮しているかたに、家計改善の助言や司

法書士による無料家計相談を行う。 

ｳ 就労準備支援事業 

「いこま市まんま生き方応援所」として、６ヶ月以上就労しておらず生

き方を模索しているかたに対して、公認心理師、キャリアカウンセラ

ー、ファイナンシャルプランナーといった専門家による相談支援で自立

への意欲喚起を行う。 

 

８ 福祉センターの円滑な管理及び運営（令和７年度 指定管理期間終了） 

(1) 福祉センターの指定管理事業 

ｱ 福祉センターの管理及び運営 

障がい者(児)、高齢者の自立及び交流活動の場としてヨガ、中国気 

功などの運動系の教室や、陶芸、水彩画などの創作系の教室を開催す

る。さらに、ふれあいの輪を広めることを目的としてスポーツ・レクリ

エーション等を開催する。なお、本年度で指定管理期間が終了するた

め、令和８年度からの指定管理業務の受託に向けて準備を進める。 

ｲ 意思疎通支援事業  

(ｱ)手話通訳者等配置 

(ｲ)手話通訳者派遣 

(ｳ)要約筆記者派遣 

ｳ 社会参加支援事業  

(ｱ)点字及び声の広報発行 

(ｲ)手話奉仕員養成講座 

(ｳ)聞こえのサポーター講座 

(ｴ)点訳講習会 

(ｵ)音訳講習会 

（2）福祉センター自主事業 

ｱ 障害者週間の啓発(再掲) 

ｲ 点字図書の貸出し 

ｳ 車いすの一時貸出し（再掲） 



ｴ 福祉出前講座（再掲） 

ｵ 手話奉仕員スキルアップ研修 

ｶ 聴覚障がい者サロン（ふくmimiサロン）の運営支援 

ｷ モルックひろば（新規） 

 子どもから大人まで誰でも気軽にできるモルックを通して、多世代 

が交流する場を作り、ふれあいの輪を深めるとともに地域コミュニテ 

ィを形成していくことを目的とする。 

 

９ 地域包括支援センターの運営と包括的支援事業の推進 

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこ

とにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ

とを目的として、包括的支援事業等を推進する。 

(1) 地域包括支援センターの運営 

ｱ 介護予防ケアマネジメント 

ｲ 総合的な相談支援 

ｳ 権利擁護 

ｴ 包括的・継続的ケアマネジメント支援 

(ｱ)介護支援専門員への助言・指導 

 (ｲ)多職種協働による地域ネットワークの構築 

 (ｳ)地域ケア会議の実施 

(2) 介護予防事業 

ｱ 指定介護予防支援 

ｲ 高齢者介護予防事業(介護予防教室) 

ｳ 介護予防把握事業(生活機能評価未返送者に対する実態把握事業） 

(3) 認知症地域支援推進員の配置 

  認知症について正しい理解ができる地域づくり、認知症本人や家族への

支援の充実等、地域における見守りネットワークの構築等を関係機関と取

り組む。 

(4) 第２層生活支援コーディネーターの配置 

  高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを



目的とし、担当地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の

構築に向けて、主に資源開発やネットワーク構築に取り組む。 

(5) 地域活動支援スペースの運営 

 住民活動のモデルとなる事業を行うためスペースを確保し、担当地域の

体制整備を進める。 

 

10 デイサービスセンター幸楽の円滑な管理及び運営 

多様化、複雑化する介護、介護予防ニーズ及び障がい者の生活ニーズに対

応し、自立はもとより生活の総合的支援に向けた安定的で質の高いサービス

提供に努めるとともに、ボランティアを含めた地域住民に活用してもらえる

施設の管理及び運営を行う。 

(1) 介護保険事業の運営 

ｱ 要介護認定調査 

ｲ 居宅介護支援（ケアプランの作成） 

ｳ 訪問介護 

ｴ 通所介護（令和７年度 指定管理期間終了） 

ｵ 介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスＡ 

ｶ 介護予防通所介護相当サービス・通所型サービスＡ 

ｷ パワーアップＰＬＵＳ教室 

(2) 障害福祉サービス事業の実施 

ｱ 居宅介護（ホームヘルプ） 

ｲ 重度訪問介護 

ｳ 同行援護事業 

ｴ 行動援護事業 

ｵ 地域生活支援事業（移動支援） 

ｶ 生活介護（デイサービス）（令和７年度 指定管理期間終了） 

(3) 就労支援事業所等との連携 

   就労支援事業所等と連携し支援対象者の有償ボランティアとしての活

動の場の提供や、雇用における協力を進め、社会的に孤立する方への支

援と併せてデイサービスセンター幸楽の人材確保とする。 



 

(4) デイサービスセンター幸楽の自主事業 

ｱ 家族介護支援事業（家族介護教室およびミニ出前講座） 

ｲ はいせつ無料相談（ミニむつき庵いこま） 

  


